
多様化する労働契約のルールに関する検討会 

開催要綱 

 

１．趣旨・目的 

労働契約法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 56 号）附則第３項におい

て、同法施行後８年を経過した場合において、改正労働契約法第 18 条の規定に基

づく無期転換ルールについて、「その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされてい

る。 

また、勤務地限定正社員や職務限定正社員等の「多様な正社員」は、無期転換

ルールによって無期雇用となった社員の重要な受け皿の１つとして期待されると

ころ、規制改革実施計画（令和元年６月閣議決定）において、令和２年度中に多

様な正社員の雇用ルールの明確化について検討を開始することとされている。 

   このため、無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等に

ついて検討を行うことを目的として、「多様化する労働契約のルールに関する検

討会」を開催する。 

 

２．検討事項 

 無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等の検討 

 

３．運営 

⑴ 本検討会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者（別紙）の参集を求めて開

催する。 

⑵ 本検討会においては、必要に応じ、⑴の参集者以外の学識経験者及び実務経験

者等の出席を求めることがある。 

⑶ 検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開とする。ただし、個

社のヒアリング等、公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利

益を及ぼすおそれがある場合等において、座長が非公開が妥当であると判断した

際には、非公開とすることができる。なお、非公開とする場合には、その理由を

明示するとともに、議事要旨を公開する。 

⑷ 本検討会の座長は、参集者の互選により選出し、座長代理は座長が指名する。 

⑸ 本検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局労働関係法課において行う。 

 


